
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０１１年９月１８日              NO.２７１ 

 

 高戸谷の諏訪神社は、利根村 

史に、「産土神社」（うぶすじん 

じゃ）と記されています。 

 明治時代に諏訪社と大山祗を 

武尊神社に合併し、「産土神社」 

と改称したとありますが、鳥居 

には諏訪神社と書かれています。 

 昭和４年（１９２９）に飛び火によって、石段前にあった舞

台が焼失してしまいました。 

 吹割遊歩道の第３観瀑台の近くに、崖に埋め込まれたように

芭蕉の句碑があります。 

               句碑には、「桟や 命を か 

らむ 蔦かづら」と彫られてい 

ます。 

 この句は、芭蕉が元禄元年（ 

１６８８）に木曽の桟を渡った 

時の句で、吊り橋にからみつく 

蔦かずらのことをよんだと句 

と思われます。 

※やまびこ NO.２６９のぶらり散歩ぬまた道で紹介した「経塚

の松」の写真は、別な場所から移植した松で、枯れてしまっ

た以前の「経塚の松」とは関係はありません。 
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 市内の各小学校では１０日、運動会が開かれ、父母な

ど見学者から、各種目に声援と拍手が送られました。 

 沼田東小学校と榛名養護学校沼田分校との交流運動会

は今年で 12 年目となり、生徒がいっしょにダンスをし 

たり、地域の高齢者も参加 

して玉入れなどがおこなわ 

れました。 

 沼田東小学校では、日常 

的に榛名養護学校沼田分校 

と交流をすすめています。 

 沼高と沼女を統合することなく、両校を現在のまま存

続させることを求める請願が、両校の同窓会会長から提

出されました。 

 請願は２１日開かれる、総務文教常任委員会で審議さ

れます。（午前１０時開会 傍聴することができます） 

 大東議員は１２日おこなわれた一般質問で、福島第一原子力発電所事故

による、風評被害を含めた補償について、すべての対象者が受けられるよ

うにすることや、パナソニック電工群馬のパンソニック電工香川との合併

による影響と対応、椎坂１号トンネルと２号トンネルの間の除雪対策など

を求め一般質問をおこないました。 

 福島第一原子力発電所の事故による農業、観光業の補償について市長は、

「農業被害について延べ２３０件、８７００万円の損害賠償請求をおこな

い、１７６件、３７００万円の仮払いがされた。今後も JA と連携しなが

ら賠償請求をおこなっていく。観光業については詳細が示された段階で請

求し、県と連携して対応したい」と答えました。 

 大東議員は、個人で出荷している農家も含め、すべての人が補償を受け

られるよう市として、相談など対応をしっかりおこなうよう求めました。 

 群馬県は埼玉県、新潟県と協力して、国道１７号沿線の市町村に電気自

動車用の急速充電器を設置することにし、沼田市では市役所の西側駐輪場

横（庁舎入り口の横）に設置することになりました。 

 群馬県は、国道１７号沿線の市町村に１カ所に急速充電器を設置する予

定で、市は沼田を訪れた人も利用しやすいようにと市役所に設置すること

を決め、年度内の完成をめざします。 


